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午後 ０１時 ００分 開会 

委 員 長  本日は、５名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立いたしました。 

 ただいまから、平成２５年第１４回教育委員会定例会を開催いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、寺西次長、小林庶務課長、森下学務課長、中島

生涯学習課長、矢部指導室長は本日欠席のため、代わりまして石野教育支援セン

ター準備担当係長、田中新しい学校づくり担当課長、木内学校地域連携担当課長、

代田中央図書館長は、本日、途中から出席しますので、代わりまして、細川いた

ばしボローニャ子ども絵本館長で、代田館長を含め、９名でございます。 

 本日の会議録署名委員は、会議規則第２９条により高野委員にお願いいたしま

す。 

 本日の委員会は、２名から傍聴申し出がなされており、会議規則第３０条によ

り許可しましたので、お知らせいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 

○議事 

日程第一 議案第２０号 あいキッズ事業の見直しについて 

（学校地域連携担当課） 

委 員 長  それでは、議事に入ります。日程第一 議案第２０号「あいキッズ事業の見直

しについて」、次長と学校地域連携担当課長から説明願います。 

 

次 長  それでは議案第２０号 あいキッズ事業の見直しについてでございます。 

 提出者は橋本教育長でございます。 

 「あいキッズ事業の見直しについて」 

 別紙のとおり、あいキッズ事業の変更を行う。 

 提案理由でございますが、開始から５年が経過いたしましたあいキッズ事業の

制度の見直しを行うためでございます。 

 具体的な内容については担当課長からご説明いたします。 

 

学校地域連携担当課長  それでは、あいキッズ事業の見直しについて、資料をご覧ください。 

 あいキッズ事業は制度開始から５年目を迎え、安心・安全な居場所の提供、ま

た、地域の方が先生として参加するサポーター事業や、サッカー教室、工作教室

など、様々なプログラムを展開して、子どもたちの健全育成を図るなど、当初の

目的を果たしつつあります。 

 しかし、一般登録・学童クラブ登録という２区分の運営をしていることにより、

幾つかの課題が浮かび上がってまいりました。このことから、主にこの２つの区

分の一体化など、子どもたちにとっても、保護者にとっても、より安心・安全で

健やかに子どもたちが成長できる事業となるよう、制度の見直しを図るものでご

ざいます。 

 課題につきましては、資料の２番目にまとめてございます。 

 まず、（１）プログラム運営上の課題でございますが、現行では２つの登録区
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分があり、それぞれで子どもを縦に分ける方法で運営しているため、交流時間中

におやつなどのために部屋に戻ったり、お互いの事業に参加できなかったり、ま

たは連絡帳などの対応が異なっているため、同じ学校の児童でありながら交流に

制約が生じております。 

 次に、（２）活動拠点上の課題でございます。 

 こちらでも、場所を区分で分けているために交流が制約されたり、学校内の施

設を使用する点でも制限があったりしております。 

 最後に、（３）登録・参加上の課題でございますが、区分が２つあることで制

度や手続が分かりづらいという声があったり、また、延長利用できる対象児童の

制限があるため地域活動などをされている保護者の方からの声に応えられないな

どの課題がございます。 

 ３の変更点をご覧ください。 

 事業の見直しについては、主に以下の３点を中心に整理してまいります。 

 （１）は、１７時までの時間帯については、２つの区分を一体化してまいりま

す。 

 （２）は、活動場所をこれまでの区分による対象者別から、体を動かす場所や

落ち着いて過ごす場所などの目的別に活用方法を変えまして、より合理的に学校

施設を活用してまいります。 

 （３）は、この改善した制度を将来にわたって続けていくために、経費を精査

してまいります。 

 続いて、２ページ目、４の見直しによる効果でございます。 

 今回の見直しにより、次の効果が期待されております。 

 子どもたちにとっては、登録区分による活動利用時間の区分がなくなることか

ら、遊び相手や活動場所が制限されることがなくなります。また、おやつなどで

の交流時間を中断されることもなくなるというところでございます。 

 保護者にとっては、制度の内容が分かりやすく、利用手続が簡素化されるため、

利用させやすくなります。また、１７時までは無料であるため、経済的な負担の

軽減にも寄与するものと考えております。さらに、延長利用の条件が就労等に限

られなくなることで、保護者の方々にとって公平に子育てと社会生活の両立、こ

ういったものが図りやすくなると考えております。 

 制度全般の成果としましては、登録の区分がないため、今まで以上に利用した

い児童が利用したい方法で参加できることによって、放課後や長期学校休業日の

子どもの居場所が確保されやすくなります。利用を控えて、ほかの遊び場などで

過ごす潜在的な待機児童もいなくなると考えております。 

 また、学校施設をこれまで以上に活用することで、活動内容によって場所を使

い分けたり、雨天などで活動拠点が限られたりすることがなくなると考えており

ます。 

 そして、施設や人材等をこれまで以上に効率的に活用し、より効果の高い制度

の運営を実現してできると考えているものでございます。 

 続いて、５の新制度の内容を説明させていただきます。 
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 （１）から（７）までは、放課後から午後５時までのレギュラータイムの時間

帯の説明でございます。 

 対象者は、原則として通っている在校生の児童全員でございます。 

 実施日は月曜日から金曜日、実施時間は授業終了後から午後５時まででござい

ます。 

 定員については、これを原則として設けていません。ただし、心身に障がいを

有する児童については、要支援児の判定を行い、運営上、現行制度と同様に受入

枠を設けて受け入れていきたいと考えております。 

 利用料については無料でございます。 

 活動拠点として、学校内に、①として校庭などの体を動かせる場所、②として

様々な体験交流ができる室内、また、③として落ち着いて過ごすことのできる室

内といった３つの拠点を設けてまいりたいと考えております。 

 （８）の時間による区分をご覧ください。 

 午後５時まではレギュラータイム、午後５時から７時まではオプションタイム

と、時間による区分を設けたいと考えております。 

 イメージ図は４ページをご覧いただければと思います。 

 上段が現行制度、下段が新制度のイメージでございます。 

 左側に時間で、「８：００～」、あるいは「８：３０～」とあるのは、夏休み

などの一日利用の日でございます。「放課後～」とあるのが、ふだん学校で授業

のある平日でございます。 

 学童クラブ登録と一般登録との区分を一体化することによって、当該小学校の

全児童が午後５時までは分け隔てなく活動できます。 

 ３ページにお戻りいただきたいと思います。 

 オプションタイムとして延長を希望する方は、就労などの事情のある家庭の１

～３年生を原則としており、利用料を負担いただいてご利用いただけるようにし

たいと考えております。また、夕食までの時間があることから、おやつを提供し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、詳細について５ページ以降にまとめました「新旧制度比較表」を

ご覧ください。 

 ２つ目の対象児童でございますが、現行制度では①と②の２つの運営を行って

いましたが、新制度では、○Ａ 区分と○Ｂ 区分というような時間で分ける形としてお

ります。○Ａ のレギュラータイムは全ての児童が対象となっております。 

 また、実施場所についてですが、先ほどご説明させていただきましたように、

対象者別のプログラムの運営から目的別のプログラムの運営に見直したいと考え

ております。 

 ６ページをご覧ください。 

 これまで学童クラブ登録を行っていたおやつや参加確認について、このおやつ

の時間帯を変えたり、また、連絡帳を参加カードというような形で変更いたしま

して、保護機能的な安全管理や健全育成を図ってまいりたいと考えております。 

 続いて、配置職員をご覧ください。 
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 現行制度では、それぞれの区分で利用人数などから換算してまいりましたが、

一体化に伴い、全児童を合わせた人数で指導員の適正配置基準を定めてまいりた

いと考えております。 

 利用料につきましては、レギュラータイムについては無料といたします。オプ

ションタイムについては、５時から６時までが算定中ということで、有料という

ことで考えているところでございます。 

 また、お手数ですが３ページにお戻りいただきまして、６の実施（導入）時期

でございます。 

 平成２６年度からあいキッズを導入する予定の学校で実施を始めたいと考えて

おります。 

 また、既にあいキッズを実施している学校を含め、平成２７年度までには、全

校で新制度のあいキッズを実施するよう整備してまいりたいと考えております。 

 続いて、７の事業経費でございますが、今回の一体化に伴い、２区分の運営の

解消や連絡帳などの運営事務の合理化によって、児童の安全管理を確保しながら、

適正な事業経費を決めてまいりたいと考えております。 

 続いて、８番目の今後の予定でございますが、８月６日の庁議、あるいは８月

２３日の文教児童委員会を経まして、８月下旪から校長会や保護者の説明会、ま

た受託法人の説明というのを行ってまいりたいと考えております。 

 また、１１月以降、条例等の規定整備も進めてまいりたいと考えております。 

 そして、来年２月からは入学の説明会、あるいは新入生の登録受付というよう

な形で進めてまいりたいと考えております。 

 説明は、雑駁でございますが以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願

いいたします。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  まず、場所の確保についてなんですけれども、体を思い切り動かせる場所、様

々な体験と、あと、落ち着いて過ごせる場所と３つありますが、今度、学童の子

たちと一緒になるということで、人数がどのぐらいになるのか。 

 定員がないということで、統計が難しいかと思うのですけれども、それについ

て、場所がしっかり学校で確保できるのかなということが１つ心配なのと、それ

からまた、学校によっては、体育館とかを一般開放、地域開放で、もう３時過ぎ

から開放している学校もあるというふうに伺っています。そうすると、雨が降っ

た場合や何かで校庭が使えないときなど、体育館を従来借りていた団体の方にも

ご理解をいただいて、あいキッズ中心に場所の確保ということができるのかなと

いうふうに思っているのですが。 

 

学校地域連携担当課長  参加人数につきましては、多く見積もらせていただいても、恐らくは全校生徒

の４割ぐらいであろうというふうに試算しているところでございます。 

 また、活動場所については、今、各学校の方とも協議をさせていただいており
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まして、参加人数によってフレキシブルに、活動場所というのを学校から提供し

ていただいて活用を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 地域開放とか、そういったところは各学校によって事情が様々だというところ

ではございますので、代わりの施設というか、場所の提供とかというところは、

各学校にお願いしておりまして、校長会の方では概ね了解をいただいているとこ

ろでございます。 

 

谷 田 委 員  とても分かりやすくなるのかなと思って、あとは、今、高野委員のお話にあり

ましたように、各学校で色々状況が違ったりすると不公平になりますので。 

 

学校地域連携担当課長  承知いたしました。 

 

次 長  検討の中でも、その話が出ておりまして、従来は、あいキッズの部屋というこ

とで、専用室という形で考えていたのですが、学校をやっている間は、放課後は

基本的に使用できる部屋ということなので、従来は学童クラブのものと学校のエ

リアのラインを明確に分けてやっていたのですが、放課後、例えばランチルーム

とか、例えば多目的室だとかは学校で使わないわけですから、そういう部分をお

貸しいただけるように各学校さんにお願いをしているところでございまして、ど

ういう形がとれるのか、専用の部屋は専用の部屋で確保しつつ、プラスアルファ

の部分をどう確保するか。 

 それと、そのほかの部屋も、あいキッズ専用、学校専用ということではなくて、

教育委員会が所管していますので、放課後の時間帯であれば融通して使えるとい

うようなことができないか、調整しています。 

 普通教室の、クラスの学級の部屋をそういう形で使うというのは無理があると

思うのですが、今申し上げたような使ったり使わなかったりするような会議的な

部屋とか図書室とか、マルチルームとか、ランチルームについては、その辺の可

能性があると思いますので調整させていただきたいと思います。 

 

委 員 長  ３ページのオプションタイムのところで、対象者が１～３年生の児童で「就労

など事情がある家庭を原則とする」というふうに書いてありますけれども、前の

ところでは誰でもいいというふうになっていたのではないでしょうか。この辺が、

どっちかなということと、あと、利用料が５時～６時は有料で、６時～７時は受

託法人ごとに金額を設定するということは、学校によってそれぞれ変わってくる

可能性があるということではないかと思いますので、この辺は統一された方がい

いのではないかなというのは、何か理由があるのでしょうか。 

 

学校地域連携担当課長  オプションタイムの対象者は、原則として就労の事情等があるということで考

えているところでございます。何もないのに、家庭にご両親、保護者の方がいら

っしゃるのに預けるというところだと趣旨が違うのかなということで考えている

ところではございます。 
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 ただ、就労に限らずということで、その辺を限定列挙というような形で考えて

いるところでございます。また、その辺がまとまりましたら、ご報告はさせてい

ただきたいと思っております。 

 それと、６時から７時についてでございますが、現在も７時までお子さんが残

れるような形にしているあいキッズがほとんどでありまして、そこでの金額設定

というのが今までどおりというところでございます。 

 一応、６時までは区の方の委託料の中で人件費というのは見ているところなの

ですが、６時から７時という部分では法人に対しての人件費というのが出ていな

いところがございまして、各法人で、利用人数にもよろうかというところではご

ざいますが、そういう設定をさせていただいて、それは継続してそのままという

ことで考えているところでございます。 

 

教 育 長  補足してよろしいですか。教育委員会の考え方として、６時までについては区

の事業と考えていまして、６時から７時の事業については区の事業ではなくて法

人の任意の事業という考え方で切り分けております。 

 したがいまして、制度的には条例を設置して運営していくことになりますが、

条例上の事業としては６時までが条例上の事業。６時以降、６時から７時までの

間については法人の任意のサービス事業という考え方で整理させていただこうか

と思っていまして。 

 現行もそういう形になっていますし、指定管理者制度の場合にも、基本的な区

の事業として展開する部分と、それ以降、法人が法人の任意の事業として展開し

ている部分と、特に体育館などはそういう形でやっているんですけれども、それ

と同じような考え方でやらせていただければというふうに思っていまして、区の

取り組む事業として、住民ニーズがある６時までいれば、住民ニーズとしては基

本的にはとれるだろうと。 

 ただ、それぞれ個々に家庭の事情等がありますので、さらにそれ以上という部

分については法人の理解を得ながら、法人が任意に事業を展開していく、それが

１時間というところで考えております。 

 

委 員 長  ただ、区民サイドから見れば、６時までが区で、その先は法人というのは、多

分、非常に分かりにくい話ではないかなという気がいたしまして、前回伺ったと

きは、法人が業務委託でやっているということでしたが、幾らでやれということ

は指定しなくてもできるのではないかなという気がするのですけれども。 

 

次 長  委託をしているのは、６時までの時間で委託しておりまして、法人の可能性が

あれば７時まで、法人の事業として６時から７時をやってくださいというお願い

の仕方になっておりまして、必ずやりなさいという形の状況にはなっておりませ

ん。３３校中３１校で延長しております。 

 それで、できるだけ、７時というニーズがあればそれに応えていただきたいと

いうスタンスで、６時までをコアの区の委託事業としてやらせていただいて、７
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時は法人の事業ということになっているので、おっしゃるとおり、区民サイドか

ら見ると分かりづらいということは確かにそうなので、その辺も調整しないとい

けないと思っています。 

 というのは、極めて参加する人数が尐ないのです。法人の事業として、１人な

いし２人を残していただくとなると、それなりの人件費を払わないといけないの

で、それを参加者で割った形の利用料設定にならざるを得ないのかなというふう

に思っています。そうするとかなり高くなってしまう。 

 そういう中で、そこにまた区の事業としてお願いしてしまうというのは、そこ

まではできないのかなというところがありまして、学童クラブのときからも含め

て、保育園の延長保育みたいな考え方になりますが、ある程度、費用はかかって

も、ニーズがある方についてはそういう形でやっておりますので。現在も１回８

００円というところもありますし、安いところだと月で２，０００円というとこ

ろもあるのです。２，０００円から６，０００円ということなので、それをどう

いうふうに区としてやっていくのかというのは今後の課題だと思います。一律に

この値段でやってください、としてしまいますと、区でその分を補填することに

なり、事業委託をして、あとは個人の方も利用料等をどれだけ負担していただき

たいということになるので、今のところ６時ということで進めてきていて、プラ

スアルファのサービスということになっていますので、そこが課題だというふう

には認識しているのですが、今回のところでは今までどおりの対応になっており

ます。 

 

委 員 長  ということは、今、３３校中の２校は６時までしかやっていないということ。 

 

次 長  はい。 

 

委 員 長  それと、今回新しい制度の場合でも、延長は、自分は６時まででいいという、

そういう選び方もできるんですか。 

 

学校地域連携担当課長  はい。 

 

委 員 長  そうすると、費用はかからない。かかるのか。 

 

学校地域連携担当課長  ５時までですとかからないのですが、６時までだと。 

 

委 員 長  その分だけかかる。 

 

学校地域連携担当課長  はい。今、検討しているところは、現行の学童クラブで４，８００円という金

額を徴収しておりますので、このうちの、こちらの６ページにもございますが、

育成料が２，８００円、おやつ相当分ということで２，０００円で、合計４，８

００円を徴収しておりますので、ここの部分、おやつの部分プラス育成料で、ど
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のぐらいにしてきたというところを考えておりまして、４，８００円は超えない

形で考えてございます。 

 

委 員 長  ということは、利用者の方は１７時で終わってしまうか、１８時までかという

選択ができるということですね。 

 

学校地域連携担当課長  はい。 

 

委 員 長  そのときの費用はそういうふうになるというのを、きちんと説明していただけ

ればいいと思います。 

 

学校地域連携担当課長  現行も、そういう形でご理解いただいて利用していただいているということで

す。 

 

委 員 長  分かりました。 

 

青 木 委 員  基本的なことですけれども、この延長時間も含めて、保健室とかの対応はどう

なっているのですか。 

 

学校地域連携担当課長  けがをしたとか。 

 

青 木 委 員  そうです。けがをした場合の対応。ここでケアをしてもらえるのか、直接病院

に行くか。 

 

学校地域連携担当課長  程度によろうかと思いますが、その場で応急処置はとらせていただきながら、

すぐ救急車を呼んだりとか、病院が近い場合は病院にすぐ連れていったりとかと

いうふうなことで対応させていただきます。 

 

青 木 委 員  専門の方は、一応、いらっしゃる形で。 

 

学校地域連携担当課長  資格としては、保育士であったり、子どもを見るというところですので、医療

的な部分での専門の者はいない状態でございます。 

 

青 木 委 員  でも、基本的に応急処置はできるという形。 

 

学校地域連携担当課長  はい。 

 

青 木 委 員  分かりました。 

 

次 長  学校の管理下にある事業ではないので、学校の中でやっているので今申し上げ
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たような対応を原則的にはしなければならないのですが、実態面を申し上げます

と、養護教諭の方がいらっしゃって、実際に学校の子どもがけがをしたというこ

とであれば、学校管理下ではないですけれども、けがの措置とかそういうのは学

校と連携して対応しておりますので。その辺は余り広げてしまうのも、学校の仕

事を広めてしまうので難しいのですけれども、実態面ではそういうふうにご協力

をいただいています。 

 

青 木 委 員  現場の方にご協力いただいていると。分かりました。 

 

委 員 長  ほかにございますでしょうか。 

 では、なければ、内容としましては、前々回からずっと打合せしておりますの

で、ご承知と思いますので、お諮りいたします。 

 日程第一 議案第２０号については、原案のとおり、可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（異議なし） 

 

委 員 長  では、そのように決定します。 

 

○報告事項 

１．平成２５年度教育委員会が行う点検・評価に伴う、外部評価の報告と二次評価の

審議について 

（庶―１・庶務課） 

委 員 長  それでは、報告事項を聴取します。報告１「平成２５年度教育委員会が行う点

検・評価に伴う、外部評価の報告と二次評価の審議について」、庶務課長から報

告願います。 

 

庶 務 課 長  平成２５年度教育委員会が行う点検・評価で、外部評価委員の意見がまとまり

ましたので報告させていただくということと、二次評価についてのお願いでござ

います。 

 教育委員会が行う点検・評価につきまして、別紙のとおりでご報告させていた

だきます。 

 先に、二次評価の関係でございますけれども、この二次評価の方で、「別紙

２」をご覧いただきたいと思うのですが、こちらは例年書いていただいている内

容なのですが、まず、こちらの方を８月１２日月曜日までに各委員の皆様から提

出しいただきたいということで、先に厚かましいお願いでございますが、別紙２

の書き方でございます。 

 二次評価の下のところで「評価評語」、こちらに関しましては、上段に書かれ

ておりますとおり、「達成」「前倒し」「順調」「事業移行」「（一部）遅延等

」という形で選んでいただきまして、「評価評語を補足するコメント」、これに



10 

ついては、いただいたものを総合して、事務局の方でまとめたものを著していき

たいというように考えてございます。 

 昨年まとめた言葉といたしましては、「子どもの変化・成長に注目し、継続・

改良を進めていく」ということを著させていただきました。 

 その下の欄は、各施策に対してコメントをお書きいただきたいと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 別紙３で、昨年の一次評価、外部評価、二次評価といったところを著させてい

ただいております。平成２５年度の評価については、外部評価までを参考に本日

お渡しさせていただいております。 

 この関係でもう１つ、先日、外部評価委員の方々からのコメントがまとまりま

したのが、「別紙１」でございます。 

 外部評価委員の方は、先日もご紹介いたしましたが、元教育長の松澤委員、花

岡委員、森委員、こちらは小Ｐ連の会長さんで、常盤委員、中Ｐ連の会長さんで

ございます。こちらの４名の委員の皆様からのコメントを事務局の方でまとめた

ものが、この「別紙１」でございます。 

 粗々のところでご紹介いたしますが、重点１「豊かな心と健やかな体の育成」

ということで、評価評語は「継続」でございます。 

 「施策の狙いが明確であることは評価できる。成果を分析し、効率化の視点か

ら見直しをするとさらに良い」というような言葉をいただいているのと、体力づ

くりの推進、環境活動、キャリア教育、そのほかに、交通事故が多発する中で、

体育や日常生活の中で子どもが瞬時に自分の身を守るための瞬発力を鍛える指導

の検討をお願いしたいというようなコメントをいただいております。 

 重点１－２ということで、こちらは「個に応じた特別支援教育の充実」という

ことで、「継続」の評価をいただいておりまして、中のコメントのところでは、

「普通学級に在籍しているが特別支援を必要とする子どもへの対応を特別支援ア

ドバイザーや巡回指導講師等を利用して拡充することを望む」というようなコメ

ントをいただいております。 

 ２ページをご覧いただければと思います。 

 ２ページの重点２「確かな学力の育成」のところでは、評価評語は「拡充」と

いうことでいただいておりまして、「板橋区独自のフィードバック学習教材を使

用することは高く評価する」というところで、その「フィードバック学習の記録

を教育支援センター事業として取り組み、記録の蓄積と子どもがより広範囲の問

題に取り組むシステムの構築を充分検討していただきたい」というようなコメン

トをいただいております。 

 最後の段落になりますが、オープンスペース方式・教科センター方式は、「学

校側の評価をきめ細やかに行い、有効に活用している事例があるならば伝播させ

ることが必要だ」というコメントもいただいております。 

 「読書活動の充実」ということで、重点３では「継続」という評価をいただい

ておりまして、「司書の特性を活かした学習活動や読書活動をより一層充実させ、

授業改善につなげることを検討すべきである。」それと、「ボランティアを活用
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して、足を運びたくなるような図書館環境をつくり、授業時間を利用してでも子

どもに読書習慣を身につけるように取り組んでほしい」といただいております。 

 ３ページでございます。 

 重点４ということで、「教員の指導力向上」ということで、「改善」というこ

とでございます。 

 「教育支援センター設立の準備不足が目立っているように思われる。」「学校

からの意見を取り入れることが重要である」ということと、「ＩＣＴ教育研修に

関しては、授業改善を目指して、外部研究者、実務者と教育委員会事務局担当者、

学校の教員が連携して研修内容を検討する必要もあろう」というご意見をいただ

きました。 

 重点５の「家庭における生活習慣の形成支援」、これに関しては「継続」とい

うことで、「「小学校入学前に身に付けたい１０の生活習慣」拡充版は成果が見

られる」ということと、その後の後段で改善に向けたコメントをいただいてござ

います。 

 家庭に対する支援については、「継続的に啓発活動を行い、動機づけをするこ

とが必要である。」最後の段落ですが、全体として、「施策はすばらしく計画は

順調であるが、成果を明らかにし、その検証をしっかりしていくことを望む」と

いう形でいただいております。 

 次ページでございますが、重点６「地域人材による学校・家庭支援の促進」と

いうことで、“あいキッズ”については、「学童クラブと一般登録制度の課題を

整理し、一体化を図ることが必要。」ということで、今、議論したところでござ

いますが、「学校支援地域本部事業については、地域の人と学校の連携が重要」

「取り組みについては、学校現場の視点を大切にしながら、学校からの意見を取

り入れることを忘れてはならない」という意見をいただいております。 

 重点７の「安心・安全で魅力的な学校環境の整備」ということで、評価評語は

「継続」でございます。 

 これに関しましては、「学校の適正規模・適正配置について、災害時の地域活

動等も考慮し、学校選択制の見直しも含め、指針を明確にした上で取り組むべき

である」「子どもの視点で考えることも重要である」というような意見をいただ

いております。 

 次ページの５ページですが、重点８ということで「教育委員会の改革」という

ことで、「継続」という評価評語をいただいておりまして、「教育委員会事務局

の学校現場や近隣地域での事件や事故等の情報公開については評価できる」「今

後、施策に関する情報提供を更に進め、教育委員会からの一方通行にならないよ

うに、保護者等が意見を言い易い環境整備も進めてほしい。」 

 最後のところですが、「縦割り意識」という言葉がありました。これはヒアリ

ングの中であった言葉でございまして、学校と教育委員会事務局、これが一体と

なってというような意識で委員の方が発言されたところでございまして、その「

縦割り意識を克服し、組織として教育行政のプロフェッショナルを目指す必要が

あると考える」ということでお言葉をいただいております。 
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 緊急時対応ということで、「いじめ問題」については「継続」ということで、

「いじめの状況は子どもたちがよく知っているため、子どもが信頼して教員に相

談できる関係の構築が必要である」「コミュニケーションが上手くとれるよう専

門家から話を聞くなどの研修体制の充実も必要だ」というような意見をいただい

ております。 

 最後のページですが、「体罰問題」といたしまして、こちらも取り組みは「継

続」ということで、「学校への通達だけではなくならないのが現状である。体罰

の調査をするにあたっては、学校側からの報告を必ず提出させる」ここには「受

けるように」と書いてありますが、そういうような意味合いでお話がありまして、

具体的な内容や対応については直接学校に行って把握することが望ましいという

ようなご意見をいただきました。 

 緊急時対応に関しましてもう１点。「交通安全対策」ということで「継続」と

いうことですが、「事故に対する意識啓発として、事故の態様や発生件数等を児

童・生徒だけではなくて、保護者へ周知するとよい。学校と保護者が主体となっ

て通学路の定期点検を行い、事故発生を防止する必要がある」というような意見

が挙げられてございます。 

 これが、外部評価委員の皆様からいただいた概略でございます。 

 全文はこちらの形で、外部評価として冊子の方には入れさせていただきたいと

いう考えでございます。 

 これらを参考にしていただきまして、二次評価の審議につきましては、８月２

７日、次回の教育委員会において審議・決定させていただきたいというように考

えてございます。 

 それと最後に、今後のスケジュールということで、本日を経まして、９月１０

日に庁議報告を行いまして、９月１２日に教育委員会としての二次評価の決定、

９月３０日に区議会に報告させていただきまして、１０月下旪にホームページで

区民に公表していきたいというように考えてございます。 

 説明は雑駁でございますが、よろしくお願いいたします。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 ということで、例年どおりメールで、用紙などをいただいて、送り返すという

ことで。 

 

庶 務 課 長  はい。 

 

谷 田 委 員  実際に、これは１２日までに提出させていただいて、２７日に報告が出てくる

とすると、それはちょっと前にいただけるのですよね。 

 

庶 務 課 長  はい。必ず２週間前にはお出ししたいと思っています。 

 

委 員 長  よろしいでしょうか。結構、量もあるので大変かと思いますが、よろしくお願
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いいたします。 

 

○報告事項 

２．退職学校医等への感謝状贈呈について 

（学―１・学務課） 

委 員 長  では、報告２「退職学校医等への感謝状贈呈について」、学務課長から報告願

います。 

 

学 務 課 長  では、学―１「退職学校医等への感謝状贈呈について」でございます。 

 「板橋区学校保健事業にかかる感謝状贈呈要綱」に基づきまして、平成２４年

度に退職したご覧の学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び学校医会の副会長であ

ったこちらに記載の８名の方々に学校保健へのご尽力に対しまして感謝状を贈ら

せていただくものでございます。 

 簡単でございますが、以上です。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 これも毎年やっていることですので問題ないかと思います。特に３２年とか２

９年、大変長い間お世話になりまして、ありがとうございます。 

 

○報告事項 

３．入学予定校変更希望制の適用除外校について 

（学―２・学務課） 

委 員 長  では、報告３「入学予定校変更希望制の適用除外校について」、学務課長から

報告願います。 

 

学 務 課 長  続きまして、学―２「入学予定校変更希望制の適用除外校について」でござい

ます。 

 入学予定校の適用除外校について簡単に確認させていただきますが、平成２６

年度の新入学児童・生徒から学校選択制に代えて新たに導入いたします入学予定

校変更希望制につきましては、第１２回、６月２７日の本委員会で規則の改正に

ついて既にご審議いただきましたが、これに関連しまして、今回のこの制度には、

適用除外校という考え方を取り入れているところでございます。 

 これは、通学区域内の児童・生徒が受入可能数を超えている、学校の施設状況

もかなり厳しく抽選しても当選が出ない、繰り上げが難しいと、こういったもの

があらかじめ想定される学校については変更希望の対象から除外するという考え

方のものでございます。 

 記書きの方でございますが、今回、小学校におきましては、ご覧の３校、志村

第二小学校、北野小学校、成増ケ丘小学校を適用除外校とします。 

 一方、中学校につきましては、当初から部活等の希望の関係もございまして慎

重に判断すべきという考え方を持っておりましたので、今回は適用除外校は決定
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しないということにさせていただきました。 

 なお、資料にはございませんが、ちょっと内容を確認させていただきますと、

志村第二小学校の場合は、今回は学校側としましては受入可能数が３学級９８と

いうふうに考えていたところ、通学区域内の児童・生徒で、現在、１００名と超

えてしまっていることと、昨年も抽選校で繰り上げなしといった状況がございま

したので、今回、適用除外校として設定させていただきます。 

 また、次に北野小学校でございますが、今回、一応、学校側としましては、受

入可能数を４学級１３０というふうに想定してございましたが、入学予定者とい

いますか、区域内の住民登録数が１４５名ということで上回っている。北野小学

校も昨年、抽選校でございましたが、北野小学校は、たまたま通学区域内のお子

さんの転出がありましたので繰り上げはありましたが、実際上の繰り上げは、ほ

ぼなかったということで、今回、適用除外といたします。 

 また、もう１校、最後の成増ケ丘小学校でございますが、こちらの方も受入可

能数は３学級９８名という形で想定しておりましたが、通学区域内のお子さんの

人数が１０１名ということで、こちらの学校も、昨年、抽選校で繰り上げなしと

いったような状況も含めて判断いたしました。 

 いずれの学校も、学級増等を行うには学校内の空き教室が非常に厳しいという

ことで、今回、この３校を適用除外として設定させていただくものでございます。 

 参考までに今後のスケジュールでございますが、こういった受入可能数、もし

くは適用除外といった情報も含め、また、今回、制度改正もありましたので、改

正の内容等も詳しく記載いたしました冊子になっております「新入学の案内」と

いうものを、小学校の場合は８月２３日に郵送で、中学校、新中学校ですから現

在小学校６年生向けにつきましては、新学期早々の８月２６日に学校で配付とい

ったような手順で始まります。 

 ご覧のように、この変更希望制度の締め切りが１０月に行われまして、公開抽

選が、小学校がこの日付、中学校が１１月に入って実施、小学校の場合は、この

後、就学時健診といったようなスケジュールで進むというところでございます。 

 簡単でございますが、説明は以上です。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 この適用除外校の場合であっても、兄姉が行っている場合は。 

 

学 務 課 長  兄姉は、一応、希望できるということにしています。 

 

委 員 長  兄姉が行っているというので若干気になりましたのが、常盤台小学校は、結構、

電車通学が多いではないですか。 

 

学 務 課 長  はい。 

 

委 員 長  今は、基本的には、電車通学での学校選択はできないはずなのですけれども、
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兄姉が行っていると永久にそれは続いていけることになるのですか。 

 

学 務 課 長  公共機関、バス、電車通学自体は明確に禁止してはいないところです。 

 常盤台の場合は、もともと通学区域外の方が多かったので、その方のさらに兄

姉関係で弟がとなってきますと、今、隣接校のみにしているのですが、しばらく

弟・兄姉の関係は続くということになります。 

 

委 員 長  特に常盤台小学校としては、それが問題になるようなことはないですか。要す

るに、電車通学が何人かいるということが。 

 

学 務 課 長  学校側から、特に電車通学に対する課題というのはお聞きしないところですけ

れども。 

 

次 長  通学時の安心・安全ということで、遠隔の通学ということについては望ましく

ないという考え方が基本的に今回確立されましたので、できるだけ地域の学校に

ということなのですが、兄弟関係を分けてしまうというのも、また、ご家族にと

っても大変負担になるので、その辺は何ともあれですが、基本的には兄弟関係は

尊重するという考え方でやっておりますので、兄弟がなくなるまで１０年ぐらい

かなというふうに思いますが。 

 

委 員 長  ほかにご意見はございますでしょうか。 

 

（なし） 

 

委 員 長  なければ、報告４に移ります。 

 

○報告事項 

４．板橋区立尐年自然の家八ヶ岳荘指定管理者の評価委員会による評価の実施につい

て 

（生―１・生涯学習課） 

委 員 長  「板橋区立尐年自然の家八ヶ岳荘指定管理者の評価委員会による評価の実施に

ついて」、生涯学習課長から報告願います。 

 

生涯学習課長  それでは、生―１「板橋区立尐年自然の家八ヶ岳荘指定管理者の評価委員会に

よる評価の実施について」ご説明をさせていただきます。 

 評価実施の目的でございます。 

 尐年自然の家八ヶ岳荘の指定管理者の業務に関し、指定管理者制度導入目的等

にのっとり、適正に管理運営されているか、客観的な第三者を含めた評価・検証

を行いまして、その結果を施設の管理運営に的確に反映させるというものでござ

います。 
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 指定管理者は、西洋フード・コンパスグループ株式会社でございます。 

 指定管理期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まででござい

ます。 

 実施時期ですが、第１回目の評価委員会としましては、９月２日。これは現地

調査及び指定管理者に対するヒアリングを予定しております。第２回目の最終的

な総合評価の日にちは、１０月１１日午前中を予定しております。 

 １枚めくっていただきまして、１ページをご覧になってください。 

 １、指定管理者の概要というところでございます。 

 この西洋フード・コンパスグループですけれども、企業や学校の食堂運営や、

サービスエリア、ゴルフ場のレストラン運営など、フードサービス事業を軸に、

保養所やホテルの施設管理運営業務についても幅広く展開し、実績を伸ばしてお

ります。 

 ４番の施設の利用状況をご覧になってください。 

 平成１８年度から運営しておりまして、第２期目でございますけれども、中学

校の移動教室や一般利用者からの苦情やトラブルもほとんどなくて、概ね適正に

管理運営されているところでございます。 

 ５番目の予算決算の推移は３年間を表にしてございますが、収支状況は良好で

ございます。 

 １枚めくっていただきまして、３ページ目をご覧ください。 

 こちらが、指定管理者制度の導入に当たっての導入に対するモニタリング評価

に関する区としての基本方針を定めたものでございます。これに従いまして、今

回の評価を実施させていただきます。 

 ３の（３）に「指定期間の中間年に実施」と記載されておりまして、今回、こ

れに従い実施するものでございます。 

 ④、⑤により、財務状況及び労働条件の審査も実施いたしますが、これにつき

ましては４ページの５、「財務状況及び労働条件の点検」に詳細に記載しており

まして、外部専門家に委託することになります。 

 続きまして、何枚か飛ばして１３ページをご覧ください。 

 八ヶ岳荘の指定管理者評価委員会の設置要綱でございます。 

 第２条により、５名で評価委員会を設置いたします。具体的なメンバーといた

しましては、１５ページに名簿がございます。谷田委員につきましては、両日に

わたり大変ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 青健及び中Ｐ連の２名が外部委員でございます。さらに、１７ページからが八

ヶ岳荘の評価に関する要領でございます。先ほどの区全体の方針に基づいて、細

かく規定されたものがこちらになります。 

 採点等の評価の方法についても記載がありますので、ごく簡単に説明いたしま

す。 

 総点数が６００点満点になりまして、５０％の３００点未満でございますと、

区として改善を求めていくことになっております。 

 この評価結果の公表につきましては、ホームページ等で公表することになって
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ございます。 

 あと、２３ページから２５ページに税理士会との協定書と特記事項、そして２

７ページ、２８ページに社会保険労務士会との協定書が載ってございますので、

後ほど、ご覧になっていただきたいというふうに思います。 

 簡単でございますけれども、ご説明は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 特にご意見がなければ、報告５に移らせていただきます。 

 

○報告事項 

５．平成２４・２５年度 板橋区青尐年問題協議会 中間報告 

（生―２・生涯学習課） 

委 員 長  「平成２４・２５年度板橋区青尐年問題協議会中間報告」について、生涯学習

課長から報告願います。 

 

生涯学習課長  それでは、資料「生―２」をご覧ください。 

 今期の板橋区青尐年問題協議会につきましては昨年１０月２５日に開催されま

して、全体会２回と小委員会４回を開催してきました。教育委員会では、昨年９

月の第１７回教育委員会で、開催について報告をさせていただいております。 

 協議会の概要は、青尐年問題に関する総合施策の樹立について必要な重要事項

を調査・審議することなどの記載の３点でございます。 

 協議テーマにつきましては、「「家庭・学校・地域の新たな連携の方策につい

て」～地域における青尐年健全育成のあり方を求めて」というものでございます。 

 改めて、なぜこのテーマにしたのかということを簡単に説明させていただきま

す。 

 まず、平成１８年の国の教育基本法の改正や「いたばしの教育ビジョン」にお

いて、学校・家庭・地域の連携についての必要性がはっきり示されたわけでござ

います。 

 そして、その実現のための「いたばし学び支援プラン」において、あいキッズ

や学校支援地域本部などの学校を中心とした新しい施策が重点施策として位置付

けられ、事業が展開しております。 

 板橋区では地域の各団体等による青尐年を対象とした事業も活発でございまし

て、双方による連携のあり方について、また、新たな連携について検討すること

が必要になっているところでございます。 

 裏面の方をご覧ください。 

 協議経過につきましては記載のとおりで、大体、２カ月に１回のペースで開か

れてまいりました。 

 ２回目の会議以降、子ども・若者の現状や区で実際に実施している青尐年健全

育成事業の状況、各団体の活動内容と課題についてご報告や意見をいただいてま

いりました。 
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 これまでの会議の中では、小委員会の委員は地域や学校で多くの活動を実際に

なさっておられる方々でございますので、具体的な課題やよい結果が出ている事

業についての報告がされておりますので、幾つかご紹介させていただきます。 

 例えば、課題という点でございますが、事業に協力をいただく人材がなかなか

集まらず、保護者を地域の事業にご協力いただく有効な策はないのかというもの

や、地域の事業にボランティアで参加したいけれども、どこに聞いていいかよく

わからなかった、もっと情報提供の方法を工夫してほしいというような意見がご

ざいました。 

 また、よい結果につきましては、例えば青尐年委員さんの行っている事業とＰ

ＴＡの事業を連携して同時開催することにより事業内容が非常に豊富になったり、

参加人数も大変多くなり、内容的にも満足いただいたというお話とか、あるいは、

あいキッズ、学校支援地域本部、いきいき寺子屋の実施団体や関係者が一堂に会

して会議を行ったことにより、お互いの活動内容を理解できたという話がござい

ました。 

 そして、現在、家庭・学校・地域の新たな連携の方策を導く目指すべき方向に

ついて、５の今後の協議内容に記載しております７点の方向性について確認され

ております。今後、この７つの方向性に基づきまして、協議スケジュールにお示

ししております日程で具体的な方策等についてご協議いただき、まとめていくこ

とになります。 

 以上、具体的な方策をこれから検討することになりますが、協議の中で出され

た課題やよい事例などを踏まえて小委員会で具体的な方策を検討し、来年２月に

はまとめて提言を決定する予定になっております。最終の提言につきましては、

３月の全体会の後に教育委員会にてまたご報告をさせていただこうと思っており

ます。 

 板橋区青尐年問題協議会の中間報告についてご説明をさせていただきました。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  会議録がアップされていたので見させていただきました。皆さん、すごく熱心

に話し合いを重ねていただいていて、今回は、ことに具体的に結果を出したいと

いうご意見がすごく多かったように思いました。 

 これからまた小委員会を重ねて、具体的に活動として実現できるようなものを

ぜひ出していってほしいなと思いました。 

 

生涯学習課長  ありがとうございます。 

 

谷 田 委 員  いい具体例が出ていると思うので、その小さな具体例なんですけれども、ぜひ、

それが上手くいっている理由を、突っ込んで皆さんで考えていただくと支援や水

平展開がしやすいと思います。 
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生涯学習課長  今回、委員の方々は、かなり具体的に現場に携わっている方を中心に構成され

ておりますので、なかなか細かいところまで目配りしていただいておりますので。

いわゆる抽象的な方向性というよりは、ここをこうした方がいいという話が出て

きておりますので、尐しそういうふうな具体的な部分についてまとめていけるよ

うに努力していきたいと思います。 

 

委 員 長  先ほどお話の中にありましたように、ボランティアをしたいけれどもどこに行

ったらいいか分からないというのは、実際には、そういう方がやっているかどう

か分からないですけれども、そういったような方の意見もできるだけ取り入れて

いただけるとよろしいのではないかと思います。 

 

生涯学習課長  はい。 

 

○報告事項 

６．学校ネットパトロール事業の実施について 

（指―１・指導室） 

委 員 長  それでは、報告６「学校ネットパトロール事業の実施について」、次長から報

告願います。 

 

次 長  本日、指導室長が議会の随行で新潟の方へ出張しておりますので、私の方で、

代わって報告させていただきます。 

 資料「指―１」です。「学校ネットパトロール事業の実施について」というも

のでございます。 

 昨年度、試行ということで１カ月間実施をいたしましたが、ある一定の有効性

が確認されたことから、本教育委員会の中でも実施できないかというような強い

ご意見もいただいたところでございます。 

 通年実施するのが本来は望ましいのですが、財政的な事情もありまして、これ

から申し上げるような内容で今年度はやらせていただきたいというふうに思って

おります。 

 まず、実施の期間ですが、９月から１１月の３カ月間です。 

 ９月には、区立全小・中学校と天津わかしお学校、計７７校を対象といたしま

す。１０月、１１月については、中学校を対象といたします。 

 実施の内容ですが、９月は検索及びリスト化を開始時に行い、以降、毎日、新

規検索及び更新監視業務を目視により実施。必要に応じ、緊急対応や削除依頼代

行を実施するというものでございます。 

 １０月、１１月につきましては、検索、リスト化及び監視の実施を月２回、ま

た、監視のみを月６回実施いたしまして、ほぼ週２回、目視による監視と緊急対

応や削除依頼代行を実施するものでございます。 

 ９月については、夏休み明けということもありまして色々と想定されるので、

そこはきっちりとやらせていただいて、１０、１１月については中学校のみにな
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りますが、継続した監視を行うというような対応で考えております。 

 ５、ネットパトロールの概要ですが、昨年度と基本的には同様でございます。

問題事例に応じて、ネット等を規定回数で監視し、結果を教育委員会へ報告する

ものでございます。 

 リスクのレベルにつきましては、これも前年度と同様で、高レベルは「緊急に

対応が必要」ということで、犯罪等の関係、あるいは個人情報の侵害ということ

で、削除依頼等を緊急に行うものでございます。 

 また、 中レベルは「削除や指導が望まれる」ものとして、書き込みをそのま

まにしておくと問題となる可能性があるものについての対応でございます。 

 低レベルとして「注意する、見守る」ということで、ここの部分が前回も大変

多かったわけですが、高、中のリスクレベルには満たない書き込み等について継

続監視するということで、見ていると、去年は児童・生徒が自ら情報を出してい

くというようなものが大変多かったように思ったので、その辺は学校の指導の中

で対応していくということで、今年度もその様子を見たいと思っております。 

 その他としまして、パトロールの結果を踏まえて、これを活用した指導方法等

について、生活指導主任研修等で扱っていく予定でございます。 

 なお、参考でございますが、委託で行う予定でございまして、経費については

これから契約になるのですが、１００万前後という形を見込んでおります。去年

はキャンペーン期間として１０万円、今年はそういう形になります。 

 今後の財政状況にもよるのですが、来年度以降についても予算要望して調整し

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

谷 田 委 員  実施できてよかったと思いますので、当然、これをやって何もないのが一番い

いのでしょうけれども、色々と見えてくる部分があって、それを参考にして、ぜ

ひ、定期的に、定例的にまたやっていくことが私は必要ではないかなと思ってお

ります。 

 

高 野 委 員  最近見る事件でツイッターでつぶやいたことが、後々、とんでもないことにな

ったりとか、色んなことがあって、こういうものの恐さというのを子どもたちに

教える、理解してもらって正しく使えるようにということで、費用は去年よりか

かりますが、実施していただいて、来年以降もずっと続けられるといいなという

ふうに思いました。 

 

委 員 長  問題が起きてからより、きちんといつも定例的にやっていくのは結構だと思い

ます。 

 こういうことをやっているということも、しっかりＰＴＡさんにもＰＲしてい

くといいのではないかと思います。 
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青 木 委 員  システム自体がよく分かっていないのですけれども、区内を対象にというのは、

専門の業者さんで、その辺が特定できる形をとっているということですか。 

 

次 長  具体的な学校名、あるいは、その学校の子どもたちが呼んでいるニックネーム

みたいなもの、そういうキーワードを幾つか学校から登録していただいて、正式

名称も含めて、そこを検索していくということになっております。 

 

青 木 委 員  大学でもあるんですけれども、未成年者の喫煙と飲酒問題ということがあって、

呼び出して事情を聞いてみると、自分をただアピールする意図で実際には喫煙も

飲酒もしていないというケースが私の周辺で２、３出てきていますので、小・中

学校ですからその辺は大人ぶりたいという例なんかもあるとは思いますので。懲

罰対象となるようなことをわざわざ何で自分から言わなければいけないんだ、と

いう例もあるので、その辺も含めてご検討いただければ。 

 

次 長  インターネット上にそういうことを書くということも事例として聞いておりま

すので、生活指導に活かしていくということも大事だと思います。本当におっし

ゃったとおりだと思います。 

 

○報告事項 

７．板橋区教育支援センター実施計画（案）について 

（指―２・指導室） 

委 員 長  では、報告７「板橋区教育支援センター実施計画（案）について」、次長から

報告願います。 

 

次 長  それでは、指―２「板橋区教育支援センター実施計画（案）」でございます。 

 まず、表紙のところに記載させていただいておりますが、この板橋区教育支援

センターの計画につきましては、教育支援センター運営会議というのを立ち上げ

まして検討を重ねてきたところでございます。 

 具体的には、研究・研修・相談・組織施設の４部会で検討を進めてまいりまし

た結果を本日報告させていただきまして、できれば、８月の教育委員会で本日の

ご議論、あるいはこの後のご意見等を踏まえた形で教育委員会の方針として、計

画として固めていただければというふうに思っております。 

 内容に入ります前に、２２ページの後に運営会議の設置要綱等がついてござい

ますので、これに基づきまして検討させていただいたところです。 

 ページを１つめくっていただきますと、最終ページですが、運営会議の委員と

いうことで最新のものを書かせていただきました。 

 私が議長で、指導室長が副議長ということで、関係の課長、それから、それぞ

れ校長会でご推薦いただいております先生方にもお入りいただきまして、運営会

議を設置してございます。 
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 また、この下の４部会ですが、事務局のレベルでいいますと係長レベル、ある

いは教育相談所の相談員等にお入りいただき、また、教員の方は実際の教育をさ

れている方等もお入りいただきまして、各部会でご検討いただいたものをまとめ

ましたので、本日ご報告させていただきます。 

 開いていただきまして、最初の見開きのところですが、これは今回ご提出しま

す実施計画、それから昨年まとめさせていただきました基本計画、これを合わせ

まして、今後の教育支援センターの概要ということで示させていただいているも

のでございます。 

 板橋区の教育支援センターについては、左側にありますように板橋区立学校の

授業改善の推進という位置付けで進めさせていただきたいと思います。 

 また、それぞれ研修・研究・相談の３つの事業につきまして、今回、教育支援

センターで取り組みます目玉となりますそれぞれの事業について記載をさせてい

ただいているものでございます。 

 また、左下のところですが、研修と研究につきましては、教員の利用というの

を最大限配慮しまして、研修・研究のところについては平日は夜９時までオープ

ンするという体制をとらせていただいて、かつ、常駐の相談員といいますか、ス

タッフを配置しまして、研究・研修の手助けの支援も行うというような体制をと

ってございます。 

 相談のところにつきましては、新たに取り組む事業といたしまして、教育総合

相談という位置付けをとらせていただいております。 

 これは本部の方にもございますが、従来は教育相談所による相談、あるいは指

導室のＳＴＡＲＴの相談、また、フレンドセンターの相談等、それぞれのセクシ

ョンごとに行っておりましたが、それを１つのものとして束ねまして、それぞれ

個別的な対応はいたしますが、全体として相談を捉えて、また、それを研究・研

修、あるいは実際の教員の指導に活かせるようなフィードバックの体制をとって

いきたいと思っております。 

 右側に記載してございますのが教育支援センターの基本方針ということで、基

本計画に記載のとおりでございます。 

 今回は、右上にありますように、地域・企業・大学と連携し、オリジナリティ

あふれるランドマークとしての「子どものための教育支援センター」をつくり上

げていきますということで、子どものための教育支援センター、授業改善をする

ことによってそういうものをつくっていくんだというコンセプトを示させていた

だいております。 

 右下のところですが、これが新たに検討の中で出てきたものでございまして、

先ほどの青尐年問題協議会の報告とも重なる部分がございますが、地域の方々に

よる学校・園の支援ということで、保護者や地域の方々による学校の支援をする

体制を整えていくということで、ボランティアや人材育成の体制を支援センター

で整備していきたいというふうに考えてございます。 

 特に、ボランティアをやりたい人と、やってほしい人という部分でのミスマッ

チがあるかと思います。その辺で、どういうことを学校が望んでいて、どういう
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ことをわきまえていただいて指導・協力に入っていただくかというようなことを

きちんと研修して、それを最低限守っていただく。結構、個人情報ですとか近所

のお子さんを知っている人がいたりとか、色々、問題がありますので、そういう

ことも問題にならないような対応の仕方というのをきちんとここで研修させてい

ただいて、そういう人材を学校支援の人材としてコーディネートしていきたいと

いうふうに考えております。 

 実際に、内容についてご説明いたします。 

 １ページをご覧ください。 

 計画の位置付けのところについては基本計画と変わりません。「板橋区基本構

想」「板橋区基本計画」「いたばし未来創造プラン」と整合性を持たせつつ、

「いたばしの教育ビジョン」、また「学び支援プラン」に基づいて教育支援セン

ターの実施計画をつくっていくという流れは変わってございません。 

 続いて２ページですが、教育支援センターの必要性について記載させていただ

いております。これは基本計画と共通する部分がございますが、こちらは、再度、

ご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、冒頭のところで新学習指導要領が小・中学校とも導入されたということ

で、子どもたちの成長というのを考えたときに、「生きる力」をより一層育み、

「確かな学力」「豊かな心と健やかな体」「知・徳・体のバランスのとれた成長

」ということで、国でも示されておりますし、「いたばし学び支援プラン」にお

いてもそれと同様のことが目指されておりまして、特に教員の資質と能力の向上

を目指していく必要があるということで、質の高い授業、授業改善に向けた研究

・研修が極めて重要になっているという状況です。 

 特に、その背景には、若い教員が増えてきたという大きな状況の変化がありま

して、各学校・園だけでは１人１人きめ細かな対応をしてくことは難しいという

現状がございます。 

 また、授業改善の１つの方策として、ＩＣＴの技術が、今、かなり授業に高い

効果が出るというようなことも言われております。板橋区におきましては２３区

の中でも後発の部分になっておりますが、学校のＩＣＴ環境整備についても喫緊

の課題ということで、このセンターの事業として位置付けて、指導力の普及、向

上に努めていきたいと思っております。 

 「一方、」のところですが、先ほど申し上げましたように、相談の事業につき

まして、また、これもかなり複雑化している状況がございます。 

 また、教員についても、今申し上げましたような状況から、児童・生徒や保護

者との対応について悩んでいたり、授業づくりが上手くいかないなどの相談もか

なりございます。こういったものを束ねまして、教育支援センターでは研究・研

修・相談の３つを有機的に機能させて学校支援を行っていくということを基本に

設置していきたいと思っております。 

 「さらに、」のところで記載してございますが、学校・家庭・地域・社会の相

互連携というのが学校の活動にとっても必要となっておりますので、学校を支援

する人材を育成していくという教育支援人材コーディネート事業を立ち上げてい
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きたいというふうに考えているところでございます。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 施設設備の状況です。 

 センターにつきましては、現在改築中の南館の６階に設置する予定で、廊下を

渡りまして、この北館になりますが、６階には教育委員会の事務局が同じフロア

に並ぶという形になっております。５ページの右の表を見ていただきますと、そ

ういう形になっております。 

 まず、大研修室ですが、１４０人収容の大きな研修室で、間仕切っても使える

ような研修室を考えております。 

 続いて、左上の小研修室ですが、３０人程度が収容できて、模擬授業などの、

実際の研究・研修ができる部屋を考えてございます。 

 また、その上に自由研究室（資料室）を設置いたします。 

 また、右下の方ですが、メディアセンターということで、視聴覚媒体や教育の

資料など、最新の情報をそろえたもの、あるいは印刷機とか大型コピー機など、

教材を作成することの支援ということをしていきたいと思っています。また、教

科書の展示をするスペースもこちらに設けたいと思っております。 

 相談エリアは南館の下の方になりますが、小さな相談室が４カ所、また、中規

模の相談室が３室、プレイルーム的な大きな相談室が１部屋ということで、規模

の違う相談室を複数設置する予定でございます。 

 左側の北館ですが、教育委員会事務局ということで教育長室が載っております

が、教育委員会室は一番下の方になりますが、設置する予定でございます。 

 ６ページ、組織体制ですが、センターでの組織体制につきましては、センター

の部分だけ先行して決定してしまいますと全体的な調整が必要になってまいりま

す。そういった意味で、教育委員会事務局の全体の再編についても視野に入れた

形で、平成２７年度の組織改正まで引き続き検討させていただきたいと思ってお

ります。 

 また、学務課で特別支援教育係が行っている事業についても、引き続き、移行

について検討を行っていきたいと思っております。 

 業務といたしましては、管理業務、研究・研修の担当業務、相談業務というこ

とで整備させていただいております。なお、管理業務のところに教育人材支援コ

ーディネート事業ということで入れさせていただいております。 

 運営方針です。 

 こちらについては、今後の社会経済情勢の変化などに対応できるものとして、

教育現場に、迅速にそのような状況を反映できるような運営をしていきたいと思

っております。また、「いたばし学び支援プラン」に掲げられた重点施策につい

ても、センターで担えるようなことを考えてございます。 

 また、繰り返しになりますが、「地域が支える板橋の教育」というコンセプト

のもとに、学校支援の部分、また、地元の企業や大学関係者等との連携、そうい

うものを総合して、他の区には類を見ないオリジナリティあふれる子どもたちの

ための教育支援センターをつくり上げていきたいと考えております。 
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 先ほど申し上げましたように、利用時間については、研究・研修の部分は夜９

時まで、相談につきましては５時までというふうに考えてございます。 

 ただし、相談については、土曜日も実施していこうと思います。 

 研究・研修事業につきましては、板橋区で現在取り組んでいる部分に加えて、

新たな課題ということで、喫緊の課題について記載させていただいております。

体力向上、環境教育、人権教育、キャリア教育、学力向上について重点的に取り

組んでいく予定でございます。また、研究奨励につきましても、研究奨励事業と

して拡充していくというふうに考えてございます。 

 さらに、教育の情報化に関する研究ということで、ＩＣＴ化を活用した授業の

研究を行うということによりまして、協同学習が促進される効果があるというふ

うに言われております。 

 私も、実際にデモの授業とかを見まして、自分の答え以外の答えが一覧して見

えるとか、こういう考え方をしている子がいるんだというような、なかなかいい

面もございますので、それをぜひ活用していきたいと思っております。 

 また、大学や企業との連携で、共同で教育関係を受ける研究も行っていくとい

うようなことも検討していきたいと思っております。 

 次のページに研究事業の一覧が記載してございますが、○が新規事業、●が拡

充事業でございます。ここの部分について、今後、研究・研修ともですが、もう

尐し具体的な取り組みが見えるような形に事務局の方で整理させていただきたい

と思っておりますので、８月下旪に提示する際には、この部分をさらに具体的に

書けるようにしていきたいと思っております。 

 次のページ、１０ページがメディアセンター、それから情報資料室、新たに設

置される部分でございます。こちらについては、ビデオライブラリー、それから

ＩＣＴ機器の整備、教育データベースの閲覧等を行っていく予定でございます。

また、相談員の常駐というのも１つの大きな目玉になってございます。 

 研修でございます、１１ページです。 

 こちらにつきましては、部会の中で３８項目の研修が必要だという提案がござ

いました。８事業を抽出いたしまして、センター開設前の平成２６年度から実施

していく。残りの研修につきましても、順次、計画的に開設後に行っていくとい

う形で整理させていただいております。 

 また、中段のところに書かれております新学習指導要領の「生きる力」の一層

の育みということを踏まえまして、先ほど申し上げました「豊かな心と健やかな

体」「知・徳・体のバランスのとれた成長」に加えまして、食育についても重点

を置く必要があるだろうということで、「知・徳・体・食」という形で位置付け

ていきたいと考えてございます。 

 また、その下でございますが、現在、大学におきまして教職員大学院が平成２

０年度から創設されておりまして、教育支援センターでも福井大学の大学院と連

携しまして板橋区の方で授業をしていただくというようなことで、単位を取得で

きるような仕組みについても検討していきたいと思っておりますし、他の教職員

大学院との連携についても検討していきたいと思っております。 
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 １２ページ以降に整理させていただいておりますが、先ほどと同様、○が新規、

●が拡充で、１２ページが平成２６年度から実施するもの、１３ページ以降が開

設後に実施するものということで記載させていただいております。 

 ここの内容につきましても、もう尐し具体的な取り組みが見えるような形で整

理させていただきたいと思います。 

 １４、１５ページについては、現在やっている研修の体系について記載させて

いただいて、これももちろん教育支援センターの研修の枠組みの中に入れていき

たいと思っております。 

 続いて、１６ページですが、相談事業でございます。 

 相談事業の現況につきましては、先ほど申し上げましたとおり、学務課で行っ

ている特別支援教育相談、それから指導室で行っている学校緊急対応チーム（Ｓ

ＴＡＲＴ）による相談、また、教育相談所での審理・言語の相談、また、不登校

の対策等でフレンドセンターで行っているもの、あるいは、いじめの１１０番等

々がございます。 

 こういうものを相談の連携ということで一堂に束ねまして、それぞれが情報を

共有化することによって、より深い相談の対応ができるとともに、教育支援セン

ターが行っております研究や研修にも反映していくというような体制をとってい

きたいと思っております。 

 １７ページは、相談の業務について個別に記載させていただいているものでご

ざいます。 

 アの教育総合相談につきましては、今回、新たに整理させていただいたもので、

ＳＴＡＲＴによるものをさらに拡充して、総合相談という位置付けで対応させて

いただきたいと思っております。 

 １８ページ以降にそれぞれの相談について、新規、拡充について整理させてい

ただいております。 

 １９ページには「療育の在り方」ということで記載させていただいております

が、これは関連部署との連携ということになります。 

 学校における様々な相談の中で、今、発達障がいに関するもの等が極めて多く

なってきております。こういうものについて、関係部署、保健所、福祉部、子ど

も家庭部などと検討会を立ち上げましたので、そこで改めて療育のあり方につい

ては整理させていただきたいと思っております。 

 ２０ページには、その他の事業ということで記載させていただいておりまして、

先ほど来、ご説明しております教育支援人材コーディネート事業を記載させてい

ただいております。 

 ２１ページには、学校支援人材の養成・研修の部分、それから、実際にその人

材を学校で活用していただくための登録・活用、情報提供の部分について、記載

させていただいております。 

 最後の２２ページです。 

 センター施設利用ということで書かせていただいております。 

 センターの研修施設につきましては一般開放は行わない予定でございます。た
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だし、研究・研修・相談に支障のない範囲内におきまして、区内の教育関係者の

団体、小Ｐ連、中Ｐ連、あるいは青健、青尐年委員さん等の会議等でございます

が、そういうところでは活用していただきたいと思っております。 

 また、センターの研修施設の利用に当たりましては、教職員が研修に来るのと、

相談員の動線が重ならないように、極力配慮した運営をしていきたいと考えてお

ります。 

 一応、これが検討会でのまとめでございまして、本日、これをお示しさせてい

ただきまして、次回、８月２７日の教育委員会の計画として、もう尐し改善した

ものをご決定いただきたいと思います。 

 そういった意味で、本日ご報告した内容について、ご意見等がございましたら、

８月９日金曜日までにご連絡をいただきまして、それを事務局の方で調整させて

いただいて、教育委員会の実施計画に盛り込むように調整させていただきたいと

思います。 

 長くなりましたが、ご報告は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

谷 田 委 員  メールでもお送りしたんですけれども、ざっと見させていただいた印象でいく

つかお話させていただきます。 

 まず、ＩＣＴについてなんですけれども、板橋区を他区と比べても、遅れてい

るとか、この部分に関しては、予算取りがどうしても必要な部分になるので、強

調していくことはとても大事だと思うのですけれども、そもそもＩＣＴというの

は、あくまでもツールで、これを使ってどういうことをしていくんだということ

が、なかなかこれはまだ見えていないという感じですね。そこをもっと深めてい

ただきたいなというふうな印象を持ちました。 

 それから、もう１つは、協同学習なんですけれども、大分色んなところで協同

学習を進めている学校が出てきていますけれども、この実施計画の中で、協同学

習という表現とか言葉が尐ないような感じがしたので、このあたりは考えていく

必要があるのかなというふうに感じました。 

 あと、最後ですけれども、これは、もしかしたら前にお話ししたかもしれない

し、前も気になってはいたんですけれども、この見開きの、これがすごく印象と

して、最初に中を見て、こういう感じなのかなというふうになったときに、ここ

に３つ強調して、「ここに来れば」というのを使っていただいているんですけれ

ども、ここに来れば相談に乗るけど、来ない人は相談に乗らないみたいな、そん

なような伝わり方をすると私は嫌だなというふうに思って、では、どういうふう

な表現をすればいいかという、代案があるわけではないんですけれども、そんな

に「ここに来れば」ということをそこまで強調しなくてもいいのかなという感じ

を、私は印象として感じました。 

 以上でございます。 
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次 長  ＩＣＴについてはおっしゃるとおりで、今、先生方の検討の中でも様々な議論

がありまして、例えば、デジタル教科書を使ってやる授業について、効果が非常

にあるというふうに評価される方がある一方、それに頼ってしまって教師の指導

力が育っていかないのではないかという危惧をされている方もいらっしゃるのは

事実なので、その辺は尐しこの教育支援センターで一緒に研究していただいて、

どういう効果があって、どういうふうに板橋として導入していったらいいのか、

デジタル教科書なんかはそうだと思っています。 

 それ以外の、例えば電子黒板ですとか、書画カメラですとか、現物を見せると

いうことについては、極めて効果があると思いますので導入というのは問題ない

と思うのです。 

 そこの導入について障壁となる私ぐらいの年代の先生方のスキルアップという

意味で、ＩＣＴについても書かせていただいております。 

 ですから、新しいＩＣＴの部分での教育というのをどうしていくのかというの

と、今、現実に活用できて非常に便利なものをどういうふうに使っていくのかと

いう、２つ課題があるのかなというふうに思っておりまして、その辺は、実際に

できた段階で、あるいは今もやらなければいけないことがいっぱいあるんですけ

れども、取り組んでいく必要があるかなと思っています。 

 あと、協同学習については、各学校でかなり取り組んでいただいて、かなりベ

ースができてきているのかなという認識がありまして、そういうベースの上での

議論になっておりますので、もう一度、原点に立ち返った形で、どういう形で整

理していくのかというのは、もうちょっと検討させていただければと思います。 

 あと、「ここに来れば」というのは、スタッフがいて、資料があって、相談ス

タッフもいるというようなことを強調して、せっかくこれだけのものを本庁舎の

南館につくるわけですから、ぜひ、板橋の教員に活用してほしいという強い思い

がありまして、ここに来てほしいという思いがどうしても出てきております。 

 ただ、これからＩＣＴの問題もあるのですけれども、実際の授業での教材です

とか、あるいはカリキュラムですとか、そういうものもデータベースとして蓄積

して、学校で取り出せるような形も考えていかなければいけないと思いますので、

そういった意味では、必ずしも来なくてもという部分もあるのかなというふうに

は思っておりますが、ぜひ、活用してほしいという思いで、ここに来てほしいと

いうところで書かせていただいたので、そこのところは検討させてください。 

 

谷 田 委 員  はい。 

 

青 木 委 員  谷田委員のことを受けてなんですけれども、私自身が１５年以上前から、この

ＩＣＴ関係、本務校の情報教育研究センターで副センター長とかをやっていたの

で、大体、附属のいわゆる小・中とかも含めて、これの教員の教育にも行った経

験が何度もあるんです。それで、ぜひ、お願いしたいのは、今まさにコンテンツ

の話になるわけですけれども、色々と、現場の先生方との議論というのは非常に

必要だし、恐らく、先ほど出てきた福井大学という形もあると思うのですけど、
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多分、最終的に大事なのは、最初にあるような「生きる力」というか、社会にど

ういう人材を送り出すのかという根本があるとしたときに、そういう教育モデル

に対して積極的に展開しているというところに、私が所属しているから言うわけ

ではないんですけれども、私立大学情報教育協会というところがありまして、こ

こは、今、直接、文部科学省と組んで、国大協、要するに、国立や公立でできな

いような教育問題を、いわゆる私立ですから、小・中・高・大、連携してできる

わけです。 

 そういう教育モデルを、もう早い段階からずっと展開してきていて、まさにロ

ールモデル、いいモデルという、こうやって小学校から育っていけばいいだろう

と、そのロールモデル（参考なるような良い事例）として立命館小学校というの

があったりするわけですけれども。それは公立と私立の違いはあるにせよ、目的

とする「最終的にどういう社会人材を送り出すか」というところでは、理想像は、

多分目指しているという意味では、こちらの私情協が持っている教育問題は、か

なり理想的だというふうに自負しているわけでございます。 

 やはり機動力という、実効性を持たせるためには、そういうよいモデルという

のを早い段階で入れていただいて検討していただくことが多分必要で、すぐに走

り出して、すぐに実効性を上げていかないといけないと思うので、ぜひ、この開

設までに、私立大学情報協会、私も、会長を含めて割と幾つもの委員会にかかわ

っていますから、いつでも話ができますので、中身のコンテンツを、ぜひ今のう

ちから検討していただきたいなと思っております。 

 今日、実は、午前中、私情協の委員会をやってきたんですけれども、結論の中

で、大学だけでやっていっても結局だめなので下に降りていくしかないというの

が、尐なくとも私立大学にかかわっている先生方全ての意見です。 

 ですので、その辺を含めて、どう貢献できるかですけれども、大学教員自体が、

みんな模索しているところなので。できれば、早い段階で連携をさせていただい

た方がいいかなというふうに、すごく強く思っています。 

 

次 長  では、ぜひ、そうやるような機会を持たせていただいて、まず、情報を取らせ

ていただいて。 

 

青 木 委 員  せっかくこれだけのものをつくるのですから、なるべく早い段階で。 

 

次 長  ありがとうございます。 

 

委 員 長  研修の中で福井大学の教職員大学と連携して、修士論文、単位を取得できると

いうのは、恐らくほかの区ではやっていないことで、いいことではないかと思い

ますが、あくまでも修士号を取りたいためにここに来ているというだけではなく

て、あくまでも、ここで研修したことが授業の中で生かせるか、生徒の方にフィ

ードバックできるような形での研修でないと意味がないので。修士号を取るため

だけに来るような先生はお断りできるような制度にしたいと思います。 
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 ということで、ほかに何かありましたら、８月９日までにメール等でいただけ

ればよろしいかと思います。 

 

○報告事項 

８．「第２１回ボローニャ・ブックフェアｉｎいたばし」の開催について 

（図―１・中央図書館） 

委 員 長  では、次の案件にまいります。代田中央図書館長が来られましたので、報告８

「「第２１回ボローニャ・ブックフェアｉｎいたばし」の開催について」、中央

図書館長から報告願います。 

 

中央図書館長  それでは、中央図書館から絵本館事業についてご案内いたします。 

 資料「図―１」をご覧いただきたいと思います。 

 今年で２１回目になります「ボローニャ・ブックフェアｉｎいたばし」を開催

いたします。 

 概要につきましては１のとおりで、今年はイタリアボローニャ児童図書展から

板橋区に、１３５冊の絵本が寄贈されました。この中からお薦めの絵本を選んで

紹介する展覧会を実施するものであります。 

 なお、開会初日のオープニングセレモニーでは、昨年、募集をいたしました翻

訳大賞の受賞者を表彰する「第１９回いたばし国際絵本翻訳大賞」表彰式を実施

いたします。 

 ２、開催期間ですが、平成２５年８月１７日、土曜日から、２５日、日曜日ま

での８日間。初日は１１時開場で、翌日から午前９時から午後７時までとなって

おります。なお、８月１９日月曜日につきましては、施設休館日のためお休みと

なっております。 

 ３の会場ですが、成増アートギャラリーにて開催いたします。 

 ４の展示内容ですが、１点目として「新着絵本コーナー」として、今年寄贈さ

れた本の紹介です。 

 ２点目として、「ラガッツイ賞＆アンデルセン賞コーナー」を設けます。これ

は、ボローニャ・ブックフェアで発表されたラガッツイ賞受賞の絵本と国際アン

デルセン賞を受賞した画家のピーター・シスの絵本を展示するものであります。 

 ３点目に、日本の絵本の発信ということで、誕生５０周年を迎えました「ぐり

とぐら」を中心に、日本語の絵本と各国で翻訳された絵本を「世界をつなぐ日本

の絵本～日本から世界各国へ～」と題して展示いたします 

 ほかに、翻訳大賞の作品を歴代にわたって紹介するほか、赤ちゃんのための絵

本コーナーやおはなし会を実施いたします。 

 次に、資料の裏面ですけれども、その他としまして、今年も友好都市の金沢市

玉川こども図書館において展示を行います。また、板橋区内の図書館でも巡回展

示ということで、例年どおり、１館約１週間で行います。 

 最後に翻訳大賞の関係ですが、今まで行っておりました区買い取りによります

本の出版が、出版社の事情及び事業の見直しの結果なくなりましたが、今回、新
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たに複数の出版社に受賞作品の出版を働きかけましたところ、イタリア語のナポ

レオンの作品の絵本が９月末に文化出版局から商業出版されることになりました

ので、ご報告いたします。 

 中央図書館からは、説明は以上でございます。 

 

委 員 長  質疑、ご意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

中央図書館長  第１９回のいたばし国際絵本翻訳大賞表彰式につきまして、これについては別

途ご案内いたしているところですが、８月１７日午前１０時から１１時までとい

うことで開催いたしますので、補足して説明いたします。 

 １１時から、そのまま引き続きましてオープニングセレモニーということで、

成増アートギャラリーでブックフェアが開場されるという形のスケジュールにな

っております。補足です。 

 

委 員 長  参加できる方はよろしくお願いいたします。ただ、若干、いつも表彰式で気に

しているのは、授賞した方とお話しできるチャンスがないのです。 

 

中央図書館長  そうですね。授賞された方は、ブックフェアが開催された後に審査員の方と懇

談会というのをしているところなんですが、委員さんとお話しする機会はないと

いうことはありますね。工夫検討させていただきたいと思います。 

 

委 員 長  よろしいでしょうか。それでは、次に、教育委員会次第にはありませんが、追

加報告事項はありませんか。 

 

新しい学校づくり担当課長  新しい学校づくり担当課ですけれども、前回、７月１１日の教育委員会におき

まして、学校の適正配置の進め方ということで、基準や手順も含めた形で案をお

示しいたしました。 

 次回、本日に決定する方向でというお話をさせていただいたんですけれども、

現在、学校整備の計画であったりとか、大規模改修の検討であったりとか、そう

いったものを進めているところですけれども、いましばらく、施設の部分と整合

性を取るというような形で、もう尐し検討させていただければと思います。です

ので、今回は提出を見送らせていただきました。 

 また、前回の資料等もお渡ししてありますので、もし、引き続きご意見などが

ありましたら、また、お知らせいただければと思います。 

 

委 員 長  分かりました。ということで、ご意見等がありましたら、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、ほかになければ、以上をもちまして本日の教育委員会を終了いたし

ます。 

午後  ２時 ４４分 閉会 


